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香粧品の歴史（生い立ち）

香粧品成分の HPLCによる分析
―化粧品品質基準リスト成分を中心に―

木 嶋 敬 二

Analysis of Cosmetic and Quasi-Drugs  by HPLC 
Component Listed Mainly in Cosmetic Quality Standard

Keiji KIJIMA

1.　は じ め に

本稿に紹介する分析法は 1986年から 5年間香粧品の
成分分析にかかわる簡易迅速分析法の確立に関する研究
の公表，そして1990年Oct. 12 16th IFSCC Congress （NY）
において“Simple and Rapid Determination of Effective In-
gredients in Cosmetic Products by HPLC—Routine Analysis 
Use of Simplified Pretreatment by Category”として発表し
たものをベースにしており，さらに 1994年日本香粧品
科学会第 19回学術大会の会頭講演として講演したもの
も含まれている。

2.　化粧品品質基準，化粧品基準

化粧品は薬事法（1960年（昭和 35年）制定）が起源
となっており，一方，医薬部外品も化粧品同様 1960年
薬事法で管理されている。
この薬事法に基づき 1967年に「化粧品質基準」（厚労
省告示 321号）「化粧品原料基準（厚生省告示 322号）
が制定された。

2001年（平成 13年）に承認制の原則廃止，全成分表
示制度の導入及び化粧品基準（厚生省告示 331号）が制
定された。
医薬部外品においてはその製造販売承認を円滑に実施
するため，染毛剤，パーマネントウェーブ用剤，薬用歯
みがき類，浴用剤，新指定医薬部外品，生理処理用品の
承認基準が制定されている。
本稿は当時の化粧品品質基準（化粧品一般，特殊化粧
品），および部外品の承認基準の中からパーマネント
ウェーブ溶剤基準，染毛剤承認基準に関する成分を中心
に HPLC法を用いた分析法について記述する。
たとえば，昭和 42年に告示された化粧品品質基準に
よると

1.　化粧品一般
（1）　配合禁止成分

化粧品に配合が禁止されている成分： ジクロロ
フェン，水銀及びその化合物，ハイドロキノンモ
ノベンジルエーテルなど

（2）　特殊化粧品
①ホルモンを含有する化粧品： エストラジオー
ル，エストロンなど
②抗ヒスタミン剤を含有する化粧品：アミノエー
テル型の抗ヒスタミン剤の量の規制
③ビタミンを含有する化粧品：含有するビタミン
の種類がビタミン L1，L2以外のもの
④メチルアルコールを含有する化粧品： 100 ml
中含有量 0.2 ml以下のもの
⑤安息香酸を含有する化粧品：安息香酸塩，サリ
チル酸，デヒドロ酢酸及びその塩類などは規定さ
れている含有量以下であること
⑥イソプロピルメチルフェノール等を含有する化
粧品
イソプロピルメチルフェノールにあって，石け
ん，シャンプー等使用後ただちに洗い落とすもの
以外のものは規定されている含有量以下のもので
あること
その他
⑦カンタリスチンキ等を含有する化粧品
⑧パラアミノ安息香酸又はそのエステルを含有す
る化粧品
⑨チラムを含有する化粧品
⑩ラウロイルサルコシンナトリウムを含有する化
粧品
⑪ウンデシレン酸モノエタノールアミドを含有す
る化粧品に対しても各々規定されている。

現状の化粧品基準は
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